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昭和45年4月2日～昭和56年4月1日生まれの者（学歴･職歴は問いません。） 

平成22年 6月22日（火）～6月29日（火） 
（注）　１　受験申込書の提出は郵送（郵便局で簡易書留扱い）に限ります。（6月29日までの通信日付印有効） 
　　　２　受験申込書の受理後における「試験の区分」、「地域」、「試験地」の変更は認められません。 

※  ２次選考の実施日（日時、試験場等は、１次選考通過通知書で指定します。） 
　  「行政事務」　10月14日（木）～21日（木）のうちの指定された１日 
※  最終選考の実施日（日時、試験場等は、行政事務、機械、林業区分以外については、１次選考通過通知書で指定します。） 
　  「行政事務、機械、林業」実施日は各府省が発表 
　  「税　　    務」11月  8日（月）～11日（木）のうち指定する１日 
　  「皇宮護衛官」10月18日（月）～22日（金）のうち指定する１日 
　  「刑　務　官」10月15日（金）・16日（土）のうち指定する１日 
      「入国警備官」10月19日（火）・20日（水）のうち指定する１日 
※ １次選考及び２次選考は「人事院」、最終選考は「各府省」が実施します。 

試 験 日 程 

試験の区分 行政事務 税　　務 機械、林業 

 
日　程　Ａ 
 

 
日　程　B

 
日　程　C

皇宮護衛官、刑務官、 
入国警備官 
 平  成  22  年  9   月  5  日（日） 

平  成  22  年  10  月  27 日（水） 

平  成  22  年  12  月  3  日（金） 

1次選考 
（人事院が実施） 

 

2次選考 
（人事院が実施） 

 

１次選考通過者発表 

2次選考通過者発表 
最終選考 

（各府省が実施） 
 合 格 者 発 表  

８：３０ 受付開始 
８：５５ 試験開始 
１２：４５ 試験終了 

 

８：３０ 受付開始 
８：５５ 試験開始 
１２：４５ 試験終了 

 

１３：１５ 受付開始 
 １３：４０ 試験開始 
  １７：３０ 試験終了 

 

８：３０ 受付開始 
   ８：５５ 試験開始 
 １２：０５ 試験終了 

 平成22年10月7日（木） 平成22年10月7日（木） 

平成22年10月中旬 

平成22年10月中旬 

平成22年11月5日（金） 

平成22年11月中下旬 平成22年11月上旬から 

申し込むことができる「試験の区分」は一つに限ります。 

試 験 の 区 分  

行 政 事 務  

税　　�　 務 

機　　�　 械 

林    　  業 

皇 宮 護 衛 官  

刑 務 官  
 ・刑務Ａ（男子） 
 ・刑務Ｂ（女子） 

入 国 警 備 官  

仕　　　事　　　の　　　種　　　類 

国の官署における一般の行政事務 

税務署などにおける国税の賦課・徴収等の事務 

地方運輸局などにおける自動車の検査、整備事業の発達、改善等の技術的業務 

森林管理局などにおける森林の保護・管理、造林等の森林施業等の技術的業務 

天皇皇后両陛下・皇族各殿下の護衛業務と皇居・御所等の警備業務 

刑務所、拘置所などにおける被収容者に対する日常生活の指導、職業訓練指導、悩みごとに対する指導 

及び保安警備等の業務（刑務Ｂの場合は、主として女子収容施設に配置されます。） 

入国者収容所及び各地方入国管理局などにおける不法滞在者の摘発、被収容者の処遇、送還等の業務 

※　職場に配属された後は、管理・監督者の指導・指示を受け、係員としての定型的な業務から経験していくことになります。 
�• �� �•�• �����•

平成22年度 
人　事　院  
各　府　省  

�¤�M�>�;	�
¬�ß�¼�g��	!�g�Š�º��
国家公務員 

�æ
S�¢�°�£ �� �ƒ�w���»�s�›�>�;�b�”�h�Š�w�¼�g��

�¼�g�w�à
ü�t�|�“�Ä�w	��¨���Ý
��

�Ý
��



�>�;�Ì�w�È�¿�•�t�|�>�;�'��
:���Ý
��

�Ý
��

試験の区分 地　域 採　用　時　の　勤　務　地 採用予定数 

行 政 事 務  
 
 

税 　 　 務  

機　�　械 
林   業 
皇宮護衛官 

入国警備官 

刑 務 Ａ 
（ 男 子 ） 

刑 務 B  
（ 女 子 ） 

北海道 2

20

1
3

15

20

15
2
5
1
4
4

11

4
6
4
2
8
2
1
2
2
1

滋賀県､京都府､大阪府､兵庫県､奈良県､和歌山県 
福岡県､佐賀県､長崎県､熊本県､大分県､宮崎県､鹿児島県 

茨城県､栃木県､群馬県､埼玉県､千葉県､東京都､神奈川県､ 
山梨県､新潟県､長野県 

北 海 道  

近 畿  
九 州  

関東甲信越 

関東信越国税局管内（茨城県､栃木県､群馬県､埼玉県､新潟県､長野県） 
東京国税局管内（千葉県､東京都､神奈川県､山梨県） 

名古屋国税局管内（岐阜県、静岡県、愛知県､三重県） 
全国 

関東甲信越 

全 国  
全国 全 国  
東京都 
北海道 
青森県､岩手県､宮城県､秋田県､山形県､福島県 

岐阜県､愛知県､三重県､富山県､石川県､福井県 
滋賀県､京都府､大阪府､兵庫県､奈良県､和歌山県 
鳥取県､島根県､岡山県､広島県､山口県 
徳島県､香川県､愛媛県､高知県 
福岡県､佐賀県､長崎県､熊本県､大分県､宮崎県､鹿児島県 
栃木県 
岐阜県 
和歌山県 
山口県 
東京都、千葉県、神奈川県 

茨城県､栃木県､群馬県､埼玉県､千葉県､東京都､神奈川県､ 
山梨県､新潟県､長野県､静岡県 

全 国  
北 海 道  
東 北  

東 海 北 陸  
近 畿  
中 国  
四 国  
九 州  

東 海 北 陸  
近 畿  
中 国  
全 国  

関東甲信越静 

関東甲信越静 

東 海 北 陸  

　申し込むことができる「試験の区分」及び「地域」は一つに限ります。（二つ以上の申込みをした場合には、受験申込書の受理ができ

ないことがあります。）地域が複数ある区分では、採用を希望する地域を選んでください。合格者は地域ごとに決定されます。 

　また、受験申込書の受理後における変更は認められません。 

　採用予定数は、平成２２年４月現在のものであり、変動する場合もありますので、人事院ホームページ（２０ページ参照）をご覧ください。 

（注）１ 

 

 

２ 
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試　　験 試 験 種 目 該　当　区　分 試　験　の　内　容 解答時間　　　　　  
及び出題数　　　　　  
 

１ 次 選 考  
    
（人事院が実施）　　　　　　　 
 

 教 養 試 験  
（多枝選択式） 
 

適 性 試 験  
（多枝選択式） 
 

専 門 試 験  
（多枝選択式） 
 

身体検査 

作文試験 

２ 次 選 考  
（人事院が実施）　　　　　　　 
 

最 終 選 考  
（各府省が実施） 

身体測定 
 
 

人物試験 
 
 

体力検査 

採用面接 
 

全区分 
 
 

機械 

行政事務、税務 

林業 

行政事務、税務、皇宮護衛官、 
刑務官、入国警備官 
 
行政事務 
 
 
税務、皇宮護衛官、刑務官、 
入国警備官 

皇宮護衛官、刑務官、 
入国警備官 
皇宮護衛官、刑務官、 
入国警備官 
 
全区分 

1時間40分 
   　４５題 
 
 
　　 15分 
　 １２０題 
 

1時間40分 
   　４０題 
 
 

50分 
 １題 
 

（注）１　「教養試験」及び「専門試験」の試験の内容中、○内の数字は出題予定数を示します。 
　　 ２　「数学、物理、情報⑩」とは、数学、物理及び情報の出題分野から１０題出題する予定であることを示します。 
　　３　「行政事務」区分の作文試験は、１次選考通過者を対象に評定した上で、２次選考通過者決定に反映します。 
     ４　「税務」区分の作文試験は、教養試験及び適性試験において一定以上の成績を得ている者を対象に評定した上で、１次選考通過
　　　者決定に反映します。 
　　５　｢皇宮護衛官｣、｢刑務官｣、｢入国警備官｣区分の作文試験は、１次選考通過者を対象に評定した上で、合格者決定に反映します。 
　　６  　防衛省では、最終選考の際、身体検査を行います。                                
　　７　「皇宮護衛官」区分では、最終選考の際、採用面接の参考とするため、性格検査を行います。 
　　８　「行政事務｣､｢税務｣､｢機械｣､｢林業」区分の試験種目ごとの配点比率は以下のとおりです。 
 

            　　　＊が表示されている試験種目は合否の判定のみを行っています。 
　　９　１次選考通過者等の決定方法の詳細については、人事院ホームページ（２0ページ参照）をご覧ください。 
　 １０  １次選考の試験問題は、高等学校卒業程度のレベルの問題です。１次選考の試験問題の例題を人事院ホームページ（２0ペー         
　　　ジ参照）に掲載していま すので、参考にしてください。 
 

試験の区分 教養試験 適性試験 作文試験 専門試験 人物試験 
 
     ４／７ 
 
     ２／３ 
 
     １／３ 
 
 

行政事務 

税務 

機械、林業 

 

 

 
   ２／７ 
 
   １／３ 
 

１／７ 

２／３ 
＊ 

＊ 

一般的な知識（国語、社会、数学、理科など）
○22及び知能（文章理解（英文を含む。）⑨、
判断推理⑧、数的推理④、資料解釈②）
についての筆記試験 

置換・照合・計算・分類などの比較的簡単
な問題を限られた時間内にできるだけ数多
く解答するスピード検査 

各試験の区分に応じて必要な専門的知識、
技術などについての筆記試験 

数学、物理、情報⑩、機械設計⑩、機械工
作⑩、原動機②～③、生産システム技術、
電子機械、電気基礎⑦～⑧の計40題（電
子機械と生産システム技術、電気基礎と生
産システム技術はそれぞれ両者の共通部
分から主に出題します。） 
森林経営⑩、森林科学⑯、測量②、林産
加工、植物バイオテクノロジー⑥、環境科
学基礎、農業情報処理⑥の計40題 
 文章による表現力、課題に対する理解力
などについての筆記試験 

対人的能力についての集団面接 

主として胸部疾患（胸部エックス線撮影を 
含む。）､血圧（税務は除く。）、尿、その他 
一般内科系検査 
身長、体重、視力、色覚（刑務官は除く。） 
についての測定 
身体の筋持久力、瞬発力、敏しょう性（入 
国警備官は除く。）についての検査 
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　１次選考の「教養試験（多枝選択式）」、「適性試験（多枝選択式）」及び「専門試験（多枝選択式）」の正
答番号については、１次選考実施日の翌日の９月６日（月）から、人事院ホームページ（20ページ参照）に掲載し
ます。 
　なお、詳細については、１次選考当日に配布する「受験心得」をご覧ください。 

 　体力検査の内容は次のとおりです。基準に達しないものが一つでもある場合は不合格となります。ただし、「入
国警備官」の区分は反復横跳びを行いません。 
  
○　上体起こし（筋持久力）･･･････ ひざを曲げ、あおむきに寝た姿勢で、30秒間のうちに何回上体を起こすこ       
　　　　　　　　　　　　　　　とができるかを検査します。男子21回以上、女子13回以上を基準とします。 
 
○　立ち幅跳び（瞬発力）･････････ 立位姿勢から両足踏み切りで前方にどれだけ跳躍することができるかを
　　　　　　　　　　　　　　　検査します。男子２０５cm以上、女子１４７cm以上を基準とします。 
 
○　反復横跳び（敏しょう性）･････ １００cm間隔に引かれた３本のライン上で、２０秒間のうちに何回サイドス
　　　　　　　　　　　　　　 テップすることができるかを検査します。男子４４回以上、女子３７回以上を             
　　　　　　　　　　　　　　 基準とします。 
 
 

◎　身体測定 
　次のいずれかに該当する場合は不合格となります。 
 

◎　体力検査 

皇宮護衛官 刑　務　官 入国警備官 

身　長 
 
体　重 
 
  

視　力 
 
 
 
色　覚 
 
 
その他 
 
 

男子４８kg、女子４１kgに満たない者 

男子１６０cm、女子１４８cmに満たない者 

男子４7kg、女子４0kgに満たない者 

矯正眼鏡等の使用の有無を問わず、
視力が次のいずれかに該当する者 
・どちらか１眼でも０．５に満たない者 
・両眼で０．８に満たない者 

裸眼視力がどちらか１眼でも０．６に満たない者（ただし、矯正視力が両眼で
１．０以上の者は差し支えない。） 
 
 

色覚に異常のある者（ただし、職務
遂行に支障のない程度の者は差し
支えない。） 

色覚に異常のある者（ただし、職務
遂行に支障のない程度の者は差し
支えない。） 

－ 

四肢の運動機能に異常のある者 

 

�• �� �•



���Í
¬�ß�¼�g�•�z ���Í
¬�ß�¼�g�•�t�|�7	4
¬�ß�¼�g�•���Ý
��

�Ý
��

各区分の試験場は、原則として下記都市内に設けますが、申込者数等の状況に応じて、下記都市周辺に設ける場合もあります。 

（注）「2次選考試験地」は採用を希望する地域欄に対応する試験地になります。　　　　　　　　　　　　　　  

　　最終選考試験地の設定はありません。最終選考は、各府省の採用面接となります。 

◎　行政事務区分 

◎　税務区分 

◎　機械区分 

◎　林業区分 

（注） 「最終選考試験地」は採用を希望する地域欄に対応する試験地で実施します。 
　　関東甲信越地域を申し込んだ方は、採用を希望する地域内の試験地（採用希望国税局）を選んでください。申込者数等の
状況により、地域内で採用国税局が変更される場合があります。 

（注）「機械」区分については、最終選考試験地の設定はありません。 

　　最終選考は各府省の採用面接となります。 

（注） 「最終選考試験地」は、「1次選考試験地」に対応する試験地になります。 

　　なお、採用は全国の森林管理局のいずれかになります。 

◎　皇宮護衛官区分 

（注） 「1次選考試験地」及び「最終選考試験地」とも受験に便利な1都市を選んでください。 

 

 

１次選考試験地（受験に便利な１都市を選んでください。） 地域 

地域 

２次選考試験地 
札幌市、旭川市、盛岡市、仙台市、秋田市、千葉市、東京都、新潟市、
長野市、静岡市、名古屋市、金沢市、京都市、大阪市、神戸市、松江市、
岡山市、広島市、山口市、高松市、松山市、福岡市、北九州市、熊本市、
鹿児島市、那覇市 

札幌市、旭川市、盛岡市、仙台市、秋田市、 千葉市、東京都、
新潟市、長野市、静岡市、名古屋市、金沢市、京都市、大阪
市、神戸市、松江市、岡山市、広島市、山口市、高松市、    
松山市、福岡市、北九州市、熊本市、鹿児島市、那覇市 

北 海 道  
関東甲信越  
近 畿  
九 州  
 

札幌市 
東京都 
大阪市 
福岡市 
 

１次選考試験地 
（受験に便利な１都市を選んでください。） 

関東甲信越� 
 
東 海 北 陸  

 東京都（東京国税局）､さいたま市（関東信越国税局） 
  
名古屋市（名古屋国税局） 

最終選考試験地 
（採用を希望する国税局） 

 

１次選考試験地（受験に便利な１都市を選んでください。） 

札幌市、旭川市、盛岡市、仙台市、秋田市、千葉市、東京都、新潟市、長野市、静岡市、名古屋市、金沢市、京都市、大阪市、神
戸市、松江市、岡山市、広島市、山口市、高松市、松山市、福岡市、北九州市、熊本市、鹿児島市、那覇市 

　　　１次選考試験地（受験に便利な１都市を選んでください。） 
札幌市、旭川市 
盛岡市、仙台市、秋田市 
千葉市、東京都、新潟市、静岡市 
長野市、 名古屋市 
金沢市、京都市、大阪市、神戸市、松江市、岡山市、広島市、山口市 
高松市、松山市 
福岡市、北九州市、熊本市、鹿児島市、那覇市 
 

最終選考試験地(最終選考を実施する森林管理局) 
札幌市（北海道森林管理局） 
秋田市（東北森林管理局） 
前橋市（関東森林管理局） 
長野市（中部森林管理局） 
大阪市（近畿中国森林管理局） 
高知市（四国森林管理局） 
熊本市（九州森林管理局） 
 

１次選考試験地 最終選考試験地 

札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、高松市、福岡市、那覇市 
札幌市、仙台市、東京都、京都市、広島市、福岡市、 
那覇市 
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◎　刑務官区分 
　【刑務Ａ】 
 

◎　入国警備官区分 

１次選考試験地 
（受験に便利な１都市を選んでください。） 

１次選考試験地（受験に便利な１都市を選んでください。） 

１次選考試験地（受験に便利な１都市を選んでください。） 

地域 最終選考試験地 

地域 最終選考試験地 

最終選考試験地 

札幌市、旭川市、盛岡市、仙台市、秋田市、千葉市、東京都、
新潟市、長野市、静岡市、名古屋市、金沢市、京都市、大阪
市、神戸市、松江市、岡山市、広島市、山口市、高松市、松山
市、福岡市、北九州市、熊本市、鹿児島市、那覇市 

北  海 道  
東 北  
関東甲信越静� 
東海北陸 
近 畿  
中 国  
四 国  
九 州  
 

関東甲信越静� 
東海北陸 
近 畿  
中 国  
 

札幌市、旭川市 
盛岡市、仙台市、秋田市 
千葉市、東京都、新潟市、松本市、静岡市 
名古屋市、金沢市 
京都市、堺市、明石市 
松江市、岡山市、広島市、山口市 
高松市、東温市 
福岡市、北九州市、熊本市、鹿児島市 
 （注） 「最終選考試験地」は採用を希望する地域欄に対応する試験地の中から、受験に便利な１都市を選んでください。 

（注） 「最終選考試験地」は採用を希望する地域欄に対応する試験地になります。 

【刑務B】 
 
札幌市、旭川市、盛岡市、仙台市、秋田市、千葉市、東京都、新潟市、
長野市、静岡市、名古屋市、金沢市、京都市、大阪市、神戸市、松江市、
岡山市、広島市、山口市、高松市、松山市、福岡市、北九州市、熊本市、
鹿児島市、那覇市 

栃木市 
笠松町（岐阜県羽島郡） 
和歌山市 
岩国市 
 

札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、高松市、福岡市、那覇市 東京都 

（注） 「最終選考試験地」は「東京都」になります。 

詳しくは、「受験申込書記入要領」（10ページ～19ページ）を参照してください。 

　１次選考試験地における冷房の取扱いは、次のようになっています。 
　冷房の入る試験地で受験される方は、冷房温度は28度を目安としていますが、着席位置によっては涼しすぎる場合も考えら
れますので、上着を用意するなど服装には十分ご注意ください。 

冷房の入る試験地 冷房の入らない試験地 
千葉市、東京都、静岡市、名古屋市、金沢市、京都市、大阪市、神戸市、
松江市、岡山市、広島市、山口市、高松市、松山市、福岡市、北九州市、
熊本市、鹿児島市、那覇市 

札幌市、旭川市、盛岡市、仙台市、秋田市、 
新潟市、長野市  

この試験を受けられない者 
  （1） 日本の国籍を有しない者　※ 
  （2）国家公務員法（又は自衛隊法）第38条の規定により国家公務員となることができない者 
　　・　成年被後見人、被保佐人（準禁治産者を含む。） 
　　・　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を      
　　　受けることがなくなるまでの者 
　　・　国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 
　　・　日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに
　　   加入した者 
※　日本国籍を有する者であっても外国の国籍を有する者は、外務公務員になることができません。 
 

こ 
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◎　申込先     希望する１次選考試験地に対応する下表の申込先へ郵送してください。 

◎　申込方法 

１次選考試験地 申　込　先 所　　在　　地 連絡先 

札幌市、旭川市 

盛岡市、仙台市、 
秋田市 
 千葉市、東京都、 
新潟市、長野市 
 静岡市、名古屋市、 
金沢市 
 京都市、大阪市、 
神戸市 
 松江市、岡山市、 
広島市、山口市 
 
高松市、松山市 

福岡市、北九州市、 
熊本市、鹿児島市 

那覇市 

人事院北海道事務局 
 
人事院東北事務局　　　　　　　　　　  
 
人事院関東事務局　　　　　　　　　　 
 
人事院中部事務局　　　　　　　　　　 
 
人事院近畿事務局　　　　　　　　　　 
 
人事院中国事務局　　　　　　　　　　 
 
人事院四国事務局　　　　　　　　　　 
 
人事院九州事務局　　　　　　　　　　 
 
人事院沖縄事務所　　　　　　　　　　 
 
 

〒060－0042 札幌市中央区大通西１２丁目 
 
〒980－0014 仙台市青葉区本町3-2-23 
 
〒330－9712 さいたま市中央区新都心1-1 
 
〒460－0001 名古屋市中区三の丸2-5-1 
 
〒553－8513 大阪市福島区福島1-1-60 
 
〒730－0012 広島市中区上八丁堀6-30 
 
〒760－0068 高松市松島町1-17-33 
 
〒812－0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 
 
〒900－0022 那覇市樋川1-15-15 
 
 

電話（011）241-1248 
FAX（011）281-5759 
 電話（022）221-2022 
FAX （022）267-5315 
 電話（048）740-2006～8 
FAX （048）601-1021 
 電話（052）961-6838 
FAX（052）961-0069 
 電話（06）4796-2191 
FAX （06）4796-2188 
 電話（082）228-1183 
FAX （082）211-0548 
 電話（087）831-4765 
FAX（087）831-5315 
 電話（092）431-7733 
FAX （092）475-0565 
 電話（098）834-8400 
FAX（098）854-0209 
 

（注）　誤記や未記入がある場合には申込先の人事院地方事務局（所）から連絡しますので、連絡がとれるように申込先の 
　　電話番号を携帯電話等に登録してください。 

○　受験申込書の記入に当たっては、受験申込書記入要領（10ページ～19ページ）をよく読んで必要事項を
記入してください。 
※　受験資格の確認を行いますので、氏名・生年月日等は、正確に記入してください。 
　また、申込書の提出は郵送に限ります。その際、郵便局の窓口に持参して簡易書留の手続を行い、
書留の受領証を受験票が届くまで大切に保管してください。（６月２９日までの通信日付印有効） 

○　申し込むことができる「試験の区分」、「地域」及び「１次選考試験地」は一つに限ります。（二つ以上の申
込みをした場合には、受験申込書の受理ができないことがあります。） 

　　また、受験申込書の受理後における変更は認められません。ただし、１次選考試験地については、災害又
は転居によりやむを得ないと認められる場合に限り、試験の実施に支障がない範囲（転居の場合は７月６日（火）
１７時までに申し出た場合に限る。）で変更が認められます。 
○　「試験の区分」、「地域」、「１次選考試験地」以外の申込内容の訂正は、１次選考の際に受け付けます。
申込内容等の訂正を目的とした重複申込は絶対にしないでください。 

○　「行政事務」、「税務」、「機械」、「林業」区分では、視覚障害の程度により、拡大文字による試験、解答時
間の延長等の方法による受験ができる場合があります。 

　　拡大文字又は解答時間の延長による受験を希望する方は、受験申込書の「拡大文字による試験等」欄
に赤字で「拡大希望」又は「時間延長希望」と明記の上（11ページ参照）、障害の程度を証明する書類
を添付して申し込むとともに、受付期間中に必ず申込先の人事院地方事務局（所）に申し出てください。 

　　なお、受付期間終了後において、拡大文字又は解答時間の延長による受験を希望されても認められませ
んので、ご注意ください。 
○　身体に障害があるため、受験の際に何らかの措置を希望する方は、受験申込書の「拡大文字による試
験等」欄に赤字でその内容（着席位置の指定、車いすの使用等）を記入するとともに、申込時にあらか
じめその旨を申込先に申し出てください。 
○　詳しくは申込先の人事院地方事務局（所）に問い合わせてください。 
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◎　受験票について 
　①　受験票は、８月10日（火）に郵送する予定です。 
　　　なお、8月27日（金）までに到着しないときは、1次選考試験地に対応する申込先（7ページ参照）
に9月2日（木）17時までに問い合わせてください。 

　②　受験票には、本人であることが明りょうに確認できる写真（３か月以内に撮影した、脱帽・上半身・正面
向きの縦４cm横３cmのもの）をはり、１次選考の当日に必ず持参してください。 

◎　1次選考当日 
　①　試験開始時刻（8時55分）（機械、林業の各区分は13時40分）に遅れた場合は、受験は認めら
れません。 

　②　受験票記載の試験場において、必ず試験開始時刻までに受付を済ませ、試験の区分、地域、受験番
　　号が一致する席に着席してください。 
　　　受付は８時３０分（機械、林業の各区分は、13時15分）から行います。 
　③　試験当日は、交通混雑等が予想されますので時間に余裕を持って行動してください。また、試験場によ
　　っては、受付場所等が最寄り駅、正門等から相当離れているところもありますのでご注意ください。 
　④　試験場及びその周辺には駐車できませんので、車での来場は禁止します。 
　⑤　試験場内にゴミを捨てることはできません。ゴミは必ず持ち帰ってください。 
　⑥　人事院では、有料で試験の合否等の連絡を請け負うことは一切行っていません。 

１次選考を通過したら、試験区分によって以下の対応になります。 
(1)　「行政事務」区分 
            ２次選考（人物試験）は、１次選考通過通知書で指定された１日です。（指定された日時の変更は認め
　　　られません。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　最終選考は、それぞれの採用予定府省で行われます。 
　　　　採用予定官署、採用時の勤務地、採用に関する照会先電話番号等については、詳細が決まり次第、
　　　人事院ホームページ（20ページ参照）等によりお知らせしますので、最終選考の日時、場所、方法等につ        
　　　いては、採用予定官署に直接お問い合わせください。 
(2)  「機械」区分 
　    　　最終選考は、それぞれの採用予定府省で行われます。 

　採用予定官署、採用時の勤務地、採用に関する照会先電話番号等については、詳細が決まり次第、
人事院ホームページ（20ページ参照）等によりお知らせしますので、最終選考の日時、場所、方法等につ
いては、採用予定官署に直接お問い合わせください。 

(3)　「林業」区分 
　最終選考は、「１次選考試験地及び最終選考試験地」の「最終選考試験地（最終選考を実施する
森林管理局）」欄に掲げる森林管理局で行われますが、同森林管理局が必ずしも採用予定官署では
ありません。 
　最終選考の日時、方法等については、最終選考を実施する森林管理局に直接お問い合わせください。
なお、照会先電話番号等については、後日、人事院ホームページ（20ページ参照）等によりお知らせします。 

(4)　「税務」、「皇宮護衛官」、「刑務官」、「入国警備官」区分 
　　　　 １次選考通過通知書で指定する日時、場所で行われる最終選考を受験してください。 
          　　最終選考は、以下の日程のうち指定された１日です。（指定された日時の変更は認められません。） 
         　　「税　務」１１月　８日（月）～ １１日（木）　　　「皇宮護衛官」１０月１８日（月）～ ２２日（金） 
　　　　「刑務官」１０月１５日（金） ･ １６日（土）　　　「入国警備官」１０月１９日（火） ･ ２０日（水） 
 

日　　時･････１次選考通過者発表   10月  7日(木)9時（行政事務、皇宮護衛官、刑務官、入国警備官） 
             　   　　　　　　　　   　10月27日(水)9時（税務、機械、林業） 
                   ２次選考通過者発表　11月  5日(金)9時（行政事務） 
掲示場所･････人事院事務総局 
                          人事院各地方事務局（所）（７ページ申込先参照） 
※　１次選考通過者及び２次選考通過者には通過通知書を郵送します。 
　発表の日から２日たっても通過通知書が到着しない場合には、至急人事院事務総局人材局試験課にお
問い合わせください。【人事院事務総局人材局試験課：〒100－8913 千代田区霞が関1-2-3  

   電話(03)3581-5311内線2333】 
     インターネットにおいても、１次選考通過者及び２次選考通過者の受験番号を掲載します。アドレス等の
　詳細については、１次選考当日に配布する「受験心得」をご覧ください。 
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   日　　時･･･････････12月3日（金）15時 
   掲示場所･･･････････人事院事務総局 
           　　　　　 　　　人事院各地方事務局（所）（７ページ申込先参照） 
 【人事院事務総局人材局企画課：〒100－8913 千代田区霞が関1-2-3 電話(03)3581-5311 内線2315】 
　インターネットにおいても、合格者の受験番号を掲載します。アドレス等の詳細については、１次選考当日に
配布する「受験心得」をご覧ください。 

1．採用当初の俸給は、採用前の経歴により異なりますが、例えば、高等学校卒業後、30歳で採用された場合
　　（行政職俸給表（一）1級、公安職俸給表（一）1級、平成22年4月1日時点） 

2．上記のほか次のような諸手当が支給されます。 
　扶養手当 ･･････････ 扶養親族のある者に、配偶者月額13,000円、子１人につき6,500円等 
　地域手当 ･･････････民間賃金水準の高い地域に勤務する者等に、最高で俸給等の18％（東京都特別区） 
　住居手当 ･･････････ 借家（賃貸のアパート等）に住んでいる者等に、月額最高27,000円 
　通勤手当 ･･････････ 交通機関を利用している者等に、１箇月当たり最高55,000円 
　期末手当・勤勉手当（いわゆるボーナス）･････ １年間に俸給等の約4.15月分 
（参考）上記１の行政職員の例で、扶養親族が配偶者及び子１人の場合の月収額は、地域手当が支給され

ない地域に勤務する場合で約17万円～23万円程度、東京都特別区の本府省に勤務する場合で約
20.5万円～27万円程度、年収額は、地域手当が支給されない地域に勤務する場合で約270万円～
360万円程度、 東京都特別区の本府省に勤務する場合で約330万円～430万円程度（いずれも、税
込み、通勤手当は別途支給） 

◎　独立行政法人等に採用された者には、独立行政法人等が定めた給与が支給されます。 
 

◎　１週38時間45分勤務、週休２日制 
　　（皇宮護衛官、刑務官、入国警備官については、１日７時間４５分の勤務を行う場合と交替制勤務を行う
　場合があります。） 
　　休暇には、年20日の年次休暇（4月1日採用の場合、採用の年は15日。残日数は20日を限度として翌年に
　繰越し）のほか、病気休暇、特別休暇（夏季・結婚・出産・忌引・ボランティア等）、介護休暇があります。 
◎　独立行政法人等に採用された者の勤務時間・休暇等は、独立行政法人等ごとに定められています。 

　採用は、おおむね平成２３年４月１日になりますが、欠員の状況によっては、合格発表直後から採用される場
合もあります。  
○　税務区分は、採用後、税務大学校地方研修所（全国２か所程度。原則として、相部屋の全寮制。）に入
校し、約１年にわたって、国税通則法、所得税法、法人税法等の税法科目及び簿記会計学をはじめ、民法・
商法等の関連法律科目等についての研修を受けたのち、各地の税務署などにおいて、国税の調査・徴収
等の事務に従事します。  

○　皇宮護衛官は、採用されると皇宮巡査に任命され、皇宮警察学校において憲法・行政法・警察法などの
基礎学科をはじめ犯罪捜査・鑑識などの実務、柔道・剣道・逮捕術・けん銃などについての教育訓練を受け
ます。教育訓練中は全員学生寮に入り、教育訓練終了後は独身寮、家族宿舎などに入ることができます。  
○　刑務官は、採用後、憲法・刑法などの法規をはじめ教育心理学・医学などの基礎学科、護身術・体育など
の実科及び実務についての職場研修及び合宿研修を受けます。  
○　入国警備官は、採用後、全国の地方入国管理局又は入国者収容所（入国管理センター）で若干の期間勤
務した後、法務総合研究所牛久支所において初任科研修（約４か月間の合宿研修で、憲法・行政法・外国
人登録法・出入国管理及び難民認定法・外国語などの学科をはじめ逮捕術その他の教育訓練）を受けます。 

 
 

行政職員   （行政（一）１級）    刑務官等  （公安（一）１級） 
１５万円　～　２０．５万円 １７．５万円　～　２４万円 
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